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死亡牛のＢＳＥ検査対象基準等の見直しについて 

 

１　現在の検査対象基準 

　○　北海道における死亡牛のＢＳＥ（牛海綿状脳症）検査についてはＢＳＥ
対策特別措置法に基づき、全月齢の特定症状牛、48か月齢以上の起立不能

牛、96か月齢以上の一般的な死亡牛について検査を実施。 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
２　発生状況 

（１）国　外 

　○　平成４年の37,316頭をピークに低下し、令和４年は０頭、令和５年は 
　　６月29日時点で６頭の発生。（資料４－１） 

（２）国　内 

　○　平成13年９月に初確認。現在までに36頭発生し、この内、北海道では25

　頭発生（資料４－２）。 
　○　飼料規制等の対策により、平成21年１月の発生を最後に国内での発生報

　告はない。 

　○　平成25年５月、国際獣疫事務局（ＯＩＥ、現ＷＯＡＨ）は、我が国を「無

　視できるＢＳＥリスク」の国に認定。 
 

３　検査基準の見直し 

　○　ＢＳＥの発生が世界的に大きく減少する中、ＷＯＡＨは、本年６月、 
　　ＢＳＥ検査の対象牛について、一般的な死亡牛を除外し、月齢を問わず 

　　ＢＳＥを否定できない症状を呈する牛のみとするなど、国際基準を見直し。 

　○　これを受け、国は、国内基準を見直すこととし、「牛海綿状脳症に関す
る特定家畜伝染病防疫指針」等の改正について、食料・農業・農村政策審
議会に諮問し、10月18日に了承された。 

　○　今後、国は、令和６年４月からの基準の運用に向けて、本指針や関係省
　　令を改正する予定。 

 　

検査体制変更の概要 
  　　 ＜現行＞                              ＜令和６年度～＞ 
   【全月齢】 【全月齢】 
     特定症状を呈する牛  ①　特定症状を呈する牛 

    ②　特定症状以外のＢＳＥを否定で

   【48か月齢以上】 　 きない症状
※
を呈する牛 

   　起立不能を呈し　かつ  ※　起立不能等の症状を呈するもののうち

   　進行性の神経症状を呈する牛 　 一般的な理由で説明できるものを除く

   

   【96か月齢以上】 
　一般的な死亡牛
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